
令和２年１２月２１日

※１引用）新型コロナウイルス感染症 診療の手引き第3版
※２R2.10.29_宮城県新型コロナウイルス感染症対策
アドバイザーチーム会議意見を参考

・65歳以上の高齢者
・慢性呼吸器疾患 ・慢性腎臓病 ・糖尿病
・高血圧 ・心血管疾患 ・肥満（BMI 30以上）

重症化のリスク因子 ※1

・生物学的製剤の使用
・臓器移植後やその他の免疫不全
・HIV感染症（特にCD4＜200/L）
・喫煙歴 ・妊婦 ・悪性腫瘍

注意が必要な基礎疾患等 ※1

・発熱（38.0℃以上）が数日間継続 ※解熱剤の使用状況を考慮

・呼吸苦 ・長く続く呼吸器症状

優先的に評価が必要と判断される症状 ※2

政令により，入院勧告の対象に限定されている重症化リスクのある対象者でも，医師の総合的判断から
必ずしも入院が必要な状態ではないと判断されれば，施設や自宅での療養も可能とする
注）医師の総合的判断は発熱，呼吸器症状，呼吸数，胸部レントゲン，酸素飽和度等の症状や診察，検査所見等をふまえ判断される

・65歳以上の者
・呼吸器疾患を有する者
・腎臓疾患，心臓疾患，血管疾患，糖尿病，高血圧症，肥満等により臓器等の機能低下の恐れがある者
・臓器移植，免疫抑制剤，抗がん剤等の使用その他の理由により免疫機能低下の恐れがある者
・妊婦
・新型コロナウイルス感染症の症状が重度又は中等度

入院は，重症者や重症化リスクのある者に重点化していくことを基本とする。

新型コロナウイルス陽性者の療養形態の考え方 ２

※上記のほか，新型コロナウイルス感染症の症状等を総合的に勘案して医師が入院させる必要があると認める者,
保健所長が新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため入院させる必要があると認める者は入院となる

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第19条，20条の入院勧告・措置対象に限定されている者

「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令等について」（令和2年10月14日付
健発1014号第5号厚生労働省健康局長施行通知）
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現在の症状※２ 現在の症状※２
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５０歳以上

いいえ

入院

※１ 政令で定める疾患，重症
化のリスク因子，注意が
必要な基礎疾患

はい

基礎疾患等※１

あり なし現在の症状※２

宿泊療養施設検査（入院・外来受診の要否を判断）

基礎疾患等※１

※２ 優先的に評価が必要
と判断される症状

（重症化のおそれがあ
る症状など）

療 養 形 態 判 断 の フ ロ ー
療養の形態は，調整本部の判断を踏まえて，知事（仙台市長）が決定する。
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入院優先度判断スコア及び現在の症状にて判断
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※ 上記のほか，保健所長が新型コ
ロナウイルス感染症のまん延を防止
するために入院が必要と判断するも
のは入院となる
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外来受診

入院もしくは外来受診

※ 宿泊療養を基本とするが，子育て等の家庭の事情
がある場合 外出をしない事を前提に自宅療養も可能

入院要

症状増悪

宿泊療養可受診要

入院要 入院不要

症状軽減



入院の優先度判断スコア（神奈川県参考）



入院の優先度判断スコア（神奈川県参考）


